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本日の内容

•災害とは
予測：地域のハザードと判断基準を知っていること

•統括保健師（管理的立場の保健師）の機能・役割：組織マネジメント
誰もが各立場でリーダーシップを発揮できるチームを平時につくる

•災害時の保健活動
防ぎ得た死を最小化する（予見・予防）、住民とともに復興する

•保健師が担う減災＝予防活動 ～平時における自助・共助の醸成～
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災害とは
予測：地域のハザードと判断基準を知っていること
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災害とは
災害対策基本法 第二条

「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、

津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事

若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに

類する政令で定める原因により生ずる被害をいう」

世界保健機構（WHO）

「重大かつ急激な出来事による人間とそれを取り巻く環境との

広範な破壊の結果、被災地域がその対応に非常な努力を必要

とし、時には外部や国際的な援助を必要とするほどの大規模な

非常事態のことを災害という」
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南海トラフ地震(海溝型地震)

政府 地震調査研究推進本部
https://www.jishin.go.jp/regional_seismicity/rs_kaiko/k_nankai/

・日本列島が位置するユーラシアプレートの

下にフィリピン海プレートが南側から年間

数cm割合で沈み込んでいる

・2つのプレートの境界にひずみが蓄積され、

100-200年の間隔でひずみを開放する

大地震（Mt8以上）が発生している

・過去に南海トラフで発生した大地震の

震源域の拡がりは多様性がある

・南海トラフ全体を1つの領域として、大局的に100-200年で

繰り返し地震が起きていると仮定して、地震発生を評価

地震規模：M８～９

地震発生確率：30年以内に80％
（２０２５年７月1日時点で発生確率算出）

（参考：南海トラフ 全長700km

東日本大震災 M9、震源域の長さ450km 幅200km）
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「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書説明資料」
（中央防災会議, 20250331）
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/nankai_setumei.pdf

南海トラフ巨大地震の震度分布（基本ケース） 気象庁
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/assumption.html

内閣府 南海トラフ巨大地震モデル報告書 図表集 （R7.3） p26
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/kento_wg/pdf/zuhyo.pdf

南海トラフ地震の被害想定
南海トラフ巨大地震の津波高南海トラフ巨大地震 震度の最大値の分布

赤：震度7
橙：震度6強
黄：震度6弱
緑：震度5強
青：震度5弱
水：震度4
臼：震度3以下

黒：20M↑
赤：10-20M
桃：5-10M
黄：2-5M

＜１Mの津波到着時間＞
太平洋側：最短5-10分～10-20分
瀬戸内海側：最短60-120分

https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/pdf/nankai_setumei.pdf
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/assumption.html
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/kento_wg/pdf/zuhyo.pdf


内閣府 防災情報のページhttps://www.bousai.go.jp/kyoiku/hokenkyousai/jishin.html

M8～9クラスの地震
30年以内の発生確率80％程度
・１９４４ 昭和東南海地震 M7.9
・１９４６ 昭和南海地震 M８．０

相模トラフ沿い M７程度の地震
30年以内の発生確率７0％程度

日本は、いつ、どこで大地震が
発生してもおかしくない

30年以内の発生確率が
1％未満でも発生した熊本地震
（布田川断層帯・日奈久断層帯）

発生予測確率は、地震調査研究推進本部による（令和７年１月時点）



断層
• B：安芸灘～伊予灘～豊後水道

M６.７～7.4程度の地震が30年以内に
40％

• C：日向灘
M７～7.5程度の地震が30年以内に80％

• D:南海トラフ
M8～9クラスの地震30年以内に80％

• 山口県：地福断層、大原湖断層、栄谷断層

• 島根県：弥栄断層

• 広島県：筒賀断層、岩国-五日市断層帯、長
者ヶ原-芳井断層、宇津戸断層、安田断層

• 鳥取県：雨滝-釜戸断層、鹿野-吉岡断層、 
岩坪断層

• 岡山県：那岐山断層帯

• 香川県：長尾断層帯、上法軍寺断層



熊本地震2016年4月14日21時26分
熊本地方M6.5
益城町震度7



令和６年能登半島地震でも効果を発揮した免震構造！
国土交通省 R6.6.24 https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001748991.pdf

七尾市内は震度６強という大きな地震動を受け、市内の木造建築物には大きな被害が生じたが、

免震構造を採用した病院において地震後でも機能継続が図られた

＊参考）免震（建物と基礎の間に免震層）・制震（制震部材：ダンパー）・耐震（耐力壁・接合部固定）

新耐震基準：中地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷

を受けないこと（建築基準法 1971年、1981年（S56）、2000年（木造住宅）に大改定）



平成25年12月中央防災会議 
https://www.bousai.go.jp/
jishin/syuto/taisaku_wg/p

df/syuto_wg_siryo04.pdf
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平成26年以降に発生した主な災害
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/white

paper/ja/r04/html/nd121130.html

風水害 地震 火山 豪雪



大雨の年間発生件数は有意に増加
1時間降水量50㎜以上：バケツをひっくり返したような雨、車のワイパーは役に立たない。
既にどこかで土砂崩れや河川の氾濫、家屋浸水、道路の冠水が起きている可能性がある。
多くの自治体で大雨・洪水警報（警戒レベル３：高齢者等避難）の発令基準の一つになる
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１時間降水量８０mm以上

１時間降水量５０mm以上の年間発生回数

1時間降水量100mm：滝のような雨。河川の氾濫、崖の土砂崩れがすでに起きている。
記録的短時間大雨警報（紫）が出される。これ以前に避難が完了していなければならない。

１時間降水量１００mm以上



14

日降水量２００mm以上の年間日数

日降水量３００mm以上の年間日数

日降水量４００mm以上の年間日数３時間降水量２００mm以上の年間発生回数

３時間降水量１００mm以上の年間発生回数

３時間降水量１５０mm以上の年間発生回数
最近10年間
（2015～2024年）の
平均の年間発生回数
/年間日数は、
統計期間の最初の10
年間（1976～1985年）
の１．５倍～２．１倍
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地球温暖化が進むと

大雨の頻度増加・強度増大

空気は、気温が高くなるほど

水蒸気を多く含むことができる

→気温が高くなると

一度の大雨がもたらす降水量

は一般的に多くなる
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国土交通省）https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/hazard_risk/dai01kai/dai01kai_siryou2-1.pdf

７年前
あなたは何してた？
現職員の何割が体験
した？
当時の経験は伝承さ
れている？ 記録に
残っている？
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内閣府防災情報）平成30年10月
16日 平成30年7月豪雨による
水害・土砂災害からの避難に関す
るワーキンググループ第一回

https://www.bousai.go.jp/
fusuigai/suigai_dosyawork
ing/pdf/dai1kai/siryo2.pdf

愛媛県

その他（要因不明・関連死）

土砂災害による死者

水害による死者

岡山県 広島県 ～10代 20  30  40  50  60  70  80  90代

自自治体、地域のハザード
は？
あなたは、スタッフは、
担当地区のハザードを
知っている？意識してる？
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水防団待機水位3.0M
避難判断水位4.2M
氾濫危険水位4.5M

11:30 避難準備・高齢
者等避難開始発令

22:00 真備地区全域に避難勧告発令
1:30 真備地区（小田川の北側）避難指示（緊急）発令

23:45 真備地区（小田川の南側）避難指示（緊急）発令

「避難勧告」
→「指示」との
違いがわかり
づらいので
廃止（令和3年
5月20日から
「避難指示」に

1本化）



土砂災害警戒情報・土砂キキクル

（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html

• 土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂

災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、市町村長の避難指示

の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するよう、対象となる市町村を特

定して警戒を呼びかける情報で、都道府県と気象庁が共同で発表

• 大雨による土砂災害発生の危険度の高まりを、地図上で１km四方の領域（メッ

シュ）ごとに５段階に色分けして示す情報

• 常時10分毎に更新

• 土壌雨量指数等の実況値や２時間先までの予測値を用いて５段階に色分け
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土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）の利活用

２時間先までに

大雨特別警報

土砂災害警戒情報
高波特別警報
高潮警報

２時間先までに

２時間先までに

大雨警報
洪水警報
高潮注意報（警報に切

り替える可能性高い）

大雨注意報
洪水注意報
高潮注意報



土砂災害から命を守るために知っておきたいポイント
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html

1. 普段から土砂災害の危険性が認められる場所を把握
• 土砂災害警戒区域を確認

2. 雨が降り出したら警報等に留意
• 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）を使って、各場所の土砂災害発生の

危険度の高まりをこまめに確認
https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#zoom:5/colordepth:normal/elements:land/lat:35.191767/lon:133.989258

3. 早めの避難が重要
• 高齢者等の方は遅くとも「警戒」（赤）が

出現した時点で、

一般の方は遅くとも「危険」（紫）が出現

した時点で、(1)の土砂災害警戒区域等

の外の安全な場所へ速やかに避難する

ことが大変重要
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豪雨・土砂災害は予測できる

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/doshakeikai.html


大規模自然災害への備え

• 日本の国土は、地形、地質、気象等の面で極めて厳しい条件下にあり災害発生リスクが
高い

• 建造物の耐震性の限界もある

• 南海トラフ地震は巨大で近隣自治体も一斉に被災する

• 特に小規模市町村で、マンパワー不足や災害時保健活動マニュアル未設置および地域
防災計画へ保健活動が位置づいていない状況もあり、
大規模災害時の被災者支援活動（保健医療福祉の連携・協働）に関する課題は大きい

 自治体、保健所管内・県全体、近隣県広域としての体制整備が必要

 各地域の特徴に応じた備えが必要

 予測：リアルで正確な情報をタイムリーに得られる＋判断基準を持っていることが
必要 9/19カムチャツカ半島地震でM8.8地震 太平洋側津波警報 200万人以上へ避難指示 あなたはどうする？

• 公助の限界をがある

住民の主体的な自助・共助の醸成及び発揮が必要



県内自治体数と災害時保健活動マニュアル策定状況（R7）

（発災時に保健師等が迅速かつ効果的に保健活動するために必要な業務の全体像や具体的行動を示す）

政令市
区

市
郡

町 村 市町村計 災害時保健活動
マニュアル策定数（％）

鳥取県 4 5 14 1 19 未把握

島根県 8 5 10 1 19 ９ （４７．４）

岡山県 1 ４ 14 10 10 2 27 ３ （11．１）

広島県 1 ８ 13 5 9 23 ７ （30．４）

山口県 13 4 6 19 １０ （５２．６）

徳島県 8 8 15 1 24 １２ （５０．０）

香川県 ８ ５ ９ １７ ４ （２３．５）

愛媛県 11 7 9 20 １０ （５０．０）

高知県 11 6 17 6 34 ３４ （１００.0）

中四国 ２ １２ 82 50 90 11 ２０２ ８９ (４４．１)

保健所設置市 ７３ ４４ （６０．３） R4

一般市町村 ７１１ ２０２ （２８．４） R4



R7保健師中央会議）
【出典】 総務住民基本台帳
に基づく人口、人口動態
及び世帯数（令和6 年1 
月1 日現在）、e Stat 市

区町村数を調べる
（2025 年１月１日時点）

から保健指導室作成＊ ＊＊ ＊
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災害時保健活動マニュアル

https://kenkokikikanri.com/
・災害時に保健活動体制を迅速に立ち上げて、対応行動

を取るために、必要な業務の全体像と行動内容を示す

手順書

・マニュアル策定・改訂・活用プロセス自体が、人材育成・

災害対応体制整備（相互理解、連携・協働）につながる



統括保健師（管理的立場の保健師）の

機能・役割：組織マネジメント
誰もが各立場でリーダーシップを発揮できるチームを平時につくる
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自治体保健師の専門的な能力に係る標準的なキャリアラダー （2016）
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000120158.pdf

４．健康危機管理に関する活動

4-1．健康危機管理の体制整備

・平時において、地域の健康課題及び関連法規や自組織内の
健康危機管理計画等に基づき、地域の健康危機*の低減策を講じる能力

*災害、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる地域住民の生命、
健康の安全を脅かす事態

4-2．健康危機発生時の対応

・健康危機発生時に、組織内外の関係者と連携し、住民の健康被害を回避し、
必要な対応を迅速に判断し実践する能力

31

減災



自治体保健師の専門的な能力に係る標準的なキャリアラダー （管理職保健師）
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000120158.pdf

管理的活動

２．危機管理
・危機を回避するための予防的措置が行われるよう管理＊する能力
・危機等の発生時に組織の管理者として迅速な判断を行い組織内外の調整を行う能力

B2（係長級）

・係員が危機管理マニュアルに沿って行動できるよう訓練等を企画できる。

・有事に組織内の人員や業務の調整を行い、課長の補佐や部下への指示ができる。

B3（課長級）

・課員が危機管理マニュアルに沿って行動できるよう各係長級に対し、訓練等の実施を指導できる。

・有事に、組織の対応方針に基づき、組織内の人的物的資源等の調整や管理ができる。

*管理：組織の方針や目的を決定し、目的達成に向けて
より良く業務が遂行されるように必要な手段を講じていくこと

よい状態であるように気を配り、必要な手段を（組織的に）使ってとりさばくこと

目標を定め、現状とのギャップを明らかにし、ギャップを埋めるべくPDCAサイクル（マネジメントサイクル）を回すこと

・Administration：目的や方針の決定に関与
・Management：方針を具体的な形にして目的達成に向け効率・効果的に業務遂行 32



統括保健師の災害時における中核的機能・役割：組織マネジメント
「災害時における統括保健師のコンピテンシー」 H30 https://www.mhlw.go.jp/content/000806948.pdf

• 中核的機能（任務）は、活動推進に関わる思考、判断・意思決定（リーダーシップ）である

• 計画を立案し、業務を動かすための調整を行い、指示する等のマネジメントは、それらを

具現化する行動（役割遂行）である

求められる役割は

①スタッフの心を一つにする：方向性（ビジョン）を設定、活動計画（指針）を立案し、

スタッフに指示（個々の役割の見える化）して活動推進できるようにすること

誰もが各立場でリーダーシップを発揮できるチームをつくること

＊リーダーシップは、管理職だけが発揮するものではない

誰もが発揮することで組織は機能する

②現場の問題を分析し解決できない課題（根拠資料）やその対策を本部（管理職）に提案

＊東日本大震災では，統括役割を担う保健師は固定的なものではなく，統括役割の負担を考慮し，交代や複数配置の調整

がみられた

＊多くの職員が被災し，保健活動拠点としての運営自体が極めて困難な自治体においては，保健所が市町村に常駐し，

市町村が自立して活動が担えるまでの間，市町村の統括役割を代替する対応が取られていた

＊今、DHEATがサポートに入る 33

https://www.mhlw.go.jp/content/000806948.pdf


組織的な活動の推進（管理）に必須のリーダーシップとマネジメント

リーダーシップ

変化に対応すること

マネージメント

複雑な状況に上手く対処すること

方向性の設定：ビジョンとその実現に必要な戦略を

立案。基盤に利害関係者の利益を置く

計画（手順）とその達成に向けての資源（ヒト・モノ・

カネ）の調達と配分

組織メンバーの心を一つにする：ビジョンを理解し

実現に向けて努力を傾け全員が一丸となれるよう

に方向性を伝える

組織づくり：組織構造と一連の各業務を創設し適切

な人材を配置し実行の責任を課して進捗管理を行

う

ビジョンを達成するために動機づけ，鼓舞する。人

間の欲求や価値観，感性など，根源的であるが表面

に浮かび上がってこない要素に訴えかけることで

大きな障害があろうと皆を導き続ける

統制と問題解決による計画の達成：報告やミーティ

ングによって公式及び非公式に計画と実績を詳細

にモニターし，そのギャップを突き止めて問題の対

応にあたる

34

（出典）ジョン・P・コッター（2012）：リーダーシップ論ｰ人と組織を動かす能力．第2版，ダイヤモンド社，pp43-58より作成 

補完関係



3.11 ディズニーの奇跡
7万人が被災、2万人がランドで１夜を明かす

• 「震度6、来場者10万人」を想定とした防災訓練を年間180回（キャストの家族も含む）

• 帰宅困難者約５万人を想定した非常食備蓄

• キャストの行動基準「SCSE」設定。Safety（安全）、Courtesy（礼儀正しさ）、Show

（ショー）、Efficiency（効率）の頭文字 ⇒イレギュラーな対応も現場判断が可能

• マニュアルを超えた対応

• ぬいぐるみを防災頭巾としてゲストへ配布 ←緊急時に防災目的で使用して良いと指導

• 不安を取り除くため自ら「安全の妖精」になる ←キャストの役割

• 防災食として販売している「お土産」を配布 ←感性：自分も空腹ならゲストも空腹だろう

• 安全のためなら夢の国の裏側も公開 ←対策本部の判断：液状化した表の道を避け安全なシー

へ避難誘導

35

①スタッフの心を一つにする
誰もがリーダーシップを発揮



厚生労働省健康局健康課地
域保健室：災害時健康危機
管理支援チームについて、

（一部改変）
https://www.mhlw.go.jp/fil
e/05-Shingikai-10901000-

Kenkoukyoku-
Soumuka/0000131931.pdf

対物
保健

対人
保健

36

医療 共通の目的
＝ビジョン

①スタッフの心を一つにする
方向性（ビジョン）と活動計画

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/0000131931.pdf


災害対応の基本原則 CSCA-HHHH
指揮命令系統の確立：Command ＆ Control
・組織的に活動を行うために指示命令系統を確認・確立し横の連携も図る
（担当者の決定：情報・計画、資源管理、実働、財務）

安全確保・管理：Safety
・自分自身（Self）→現場・建物等（Scene）→被災者/生存者（Survivor）→の順で安全確保する

コミュニケーション(情報収集・伝達・集約、連携):Communication
・内外の情報を収集し集約化するとともに情報を発信する。そのための複数の通信手段を確保する

評価：Assessment
・集めた情報を分析し、限られた人・モノ等で活動を行うための方策を検討、戦略を立てる(予見)
・関係機関との連携や応援要請の必要性を判断する

37

トリアージ
Triage

治療
Treatment

搬送
Transportation

保健医療福祉行政に
おける健康危機管理の

支援
Help

多様な官民資源の
連携・協働のハブ機能

Hub for Cooperation
& Coordination

急性期から復旧期まで
切れ目ない医療提供体制
Health care system

避難所等における
二次健康被害防止

Health & Hygiene

シーエスシーエー フォーエイチ

災害医療
の業務

健康危機管理
の業務

①スタッフの心を
一つにする

スタッフに指示し
て活動推進



災害救助法の概要 （内閣府 防災担当 R5.6） https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_a7.pdf （一部修改変）
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我が国の災害対策法制は、災害の予防、⼤規模な災害が発生するおそれがある場合⼜は発災後の応急期の対応

及び災害からの復旧・復興の各ステージを網羅的にカバーする「災害対策基本法」を中⼼に、各ステージにおいて、

災害類型に応じて各々の個別法によって対応する仕組みとなっている。「災害救助法」は応急期における応急救助

に対応する（被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図る）主要な法律である。

■災害が発生した場合の対応

災害予防 応急対応（災害救助法） 復旧・復興（被災者生活再建支援法、
災害慶弔金法）

■災害が発生するおそれがある場合の対応

災害
予防

おそれの段階の
応急救助

（災害救助法）

災
害

災
害

大規模
災害の
おそれ

国の災害
対策本部が
設置

応急救助
（災害救助法）

復旧・復興（被災者生活再建
支援法、災害慶弔金法）

市町村（基礎自治体） 都道府県

救助法を適用しない 救助の実施主体（基本法５条） 救助の後方支援、総合調整（基本法４条）

救助法
を適用
する

救助の実施 都道府県の補助（法13条２項） 救助の実施主体（法２条） 法定受託事務
（救助実施の区域を除く（法２条の２））

事務委任 事務委任を受けた救助の実施主体（13条１項） 救助事務の一部を市町村に委任可（法１３条１項）

費用負担 費用負担なし（法21条） 掛かった費⽤の最⼤100分の50
（残りは国が負担）（法21条）

https://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/kyuujo_a7.pdf


＊組織：共通の目的を

達成するため、人員ごと

に役割や機能を分化・

統合させている集団

統合指揮
Unified Command

＝主要な災害対応組織す
べての現場指揮者を一同

に集める構造

＜メリット＞

①目的を統一して協働的

 な戦略を展開

②情報の流れを整理

③支援を有効活用

※ 保健師等チーム
保健医療福祉調整本部の

指揮の下に活動

令和6年度 健康危機における保健活動推進
会議 資料4
https://www.mhlw.go.jp/content/1
1907000/001374574.pdf

災害救助法が適用されると救助の実施主体は市町村から都道府県にかわる

※



被災自治体の指示命令系統の基本系のイメージ

保健医療福祉調整本部

＊行政組織内の指揮命令系統は？

健康危機時の指揮命令系統：保健活動体制

40

災害対策本部（部長級）

管理職

統括保健師

統括保健師補佐

現場リーダー

現場スタッフ

現場リーダー現場リーダー

現場スタッフ 現場スタッフ

本部からの
包括的支持

本部での検討・対策
の推進

＊災害時の職務分掌・業務分掌(役割・権限)は？

具体的な活動方針・
計画の立案

活動の実行
（住民・関係者）

課題の分析・評価
本部への提案
（資料化）

P

A

A

C

D

②現場の課題を本部に上げる



(例えば) 演習 指揮命令系統シミュレーション
組織図を作ってみよう！

•地域防災計画に示されている災害対応体制「組織図」は？

•保健活動を担う部署は明記されている？

•保健活動を担う部署の業務内容は具体的？

•上記を踏まえて、

全員出勤できる？

72時間、1週間の活動を維持できる？

活動に必要な情報を、いつ、誰が、どこから得る？ 報告する？

組織外の関係者との情報伝達ルートは？
41



統括保健師（管理的立場の保健師）の機能・役割

組織マネジメント

＜リーダーシップとマネジメント＞

組織として機能するようにすること：国・県・保健所・市町村・住民/関係者

CSCAの迅速な確立

地域防災計画、保健活動マニュアル等に基づき動く
保健活動が機能するように地域防災計画に位置付いているか？

保健活動マニュアルの策定・活用プロセスを活かして災害対応体制を整備する

誰もが各立場でリーダーシップを発揮できるチームを平時につくること

ビジョンを示し共有する

活動計画を具体化・イメージ化する

個々の役割を明確化する

中長期のスパンで活動を維持できる体制を想定する
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災害時の保健活動
防ぎ得た死を最小化する（予見・予防）、住民とともに復興する

47



各災害フェーズにおける保健福祉活動と医療救護活動

48

フェーズ
２

フェーズ
０

フェーズ
１

フェーズ
３

フェーズ
４

フェーズ
５－１

フェーズ
５－２

概ね災害発生後
24時間以内
（超急性期）

概ね災害発生後
72時間以内
（急性期）

避難所対策が
中心の時期
（亜急性期）

避難所から概ね
仮設住宅入居までの
期間

仮設住宅対策や新しい
コミュニティづくりが中心
の時期

コミュニティの再構築と
地域の融合

復興支援(後期)
ー新たなまちづくりー

医
療
救
護
活
動

保
健
福
祉
活
動

・救命救急
・搬送

・DMATの交代
・他医療チームの派遣
・救護所の設置運営
・要医療者への継続支援

・巡回診療
・地域医療への移行

初動体制の確立 緊急対策
ー生命・安全の確保ー

応急対策
ー生活の安定ー

復旧・復興対策
ー人生の再建・地域の再建ー

復旧・復興支援(前期)
ー復興住宅に移行するまでー

・孤立者の安全確保 ・福祉避難所の設置
・福祉避難所の運営
・サービス調整

・感染症予防
・熱中症予防
・歯科・口腔衛生対策
・メンタルヘルス対策
・保健医療活動チームの受援

・食生活・栄養の偏り改善
・生活不活発病予防
・慢性疾患の治療継続
・保健医療活動チームの配置・調整・会議

・メンタルヘルス対策
・孤立対策
・保健医療活動チームの活動終了

・ソーシャルキャピタルの醸成

・人的被害
・孤立者の救助
・インフラの不全

・被害の全容把握
・生活用品の不足

地
域
の

概
況

・避難所の利用者、
退出者の増減
・ニーズの顕在化

・避難者の移動
・コミュニティの崩壊
・格差の顕在化

・復興・復旧対策の実施

参考）災害時保健活動推進マニュアル https://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf

災害サイクル：時間経過をサイクルとして捉えた概念
「災害発生から復旧復興して平時となり、再び災害が発生する」
・災害サイクルとともに人々の健康課題や生活状況、ニーズは変化
・変化する局面や段階(フェーズ)に応じた活動（質・量）が重要
災害フェーズの変化を捉えてリーダーシップを発揮しマネジメント



非常時優先業務
参考）内閣府（防災担当）：大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き 令和5年5月（P4 図1-1を一部改変）

https://www.bousai.go.jp/taisaku/chihogyoumukeizoku/pdf/R5tebiki.pdf

• 発災後しばらくの期間は、業務の実施に必要な

資源を非常時優先業務に優先的に割り当てる

ために、非常時優先業務以外の通常業務は積極

的に休止するか、又は非常時優先業務の実施の

支障とならない範囲で業務を継続する。

• 非常時優先業務は、組織管理、庁舎管理等の業

務（通常業務に含まれる）が適切に遂行される

ことがなければ成り立たない。

• フェーズの進展につれて、各業務の優先順位や

量は変化する。

49
健康危機発生後の二次的健康被害を最小化するための業務

（フェーズの進展につれ拡大）



目的：防ぎ得た死と

二次健康被害を

最小化するために、

多様なチームとの

連携・協働が必須

被災地保健師は

何をするのか？

どのチームに

何を依頼するのか？

＝応援者も含め

どのような組織を

つくるのかシミュレー

ションしておく！

但し、超急性期24時間

は地元のリソースのみ

50

災害時における被災地外からの保健医療福祉に関わるチーム（例）

令和６年度 統括DHEAT研修
厚生労働省厚生科学課資料

都道府県こころのケアチーム、日赤こころ
のケアチーム、災害支援ナース、薬剤師、
JDAT、JDA-DAT、JRAT、DICT 等



20250214 https://www.bousai.go.jp/taisaku/minaoshi/pdf/kihonhou_06_1.pdf
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参考）能登半島地震 16:10発災
・20:00 特定（非常）災害対策本部 ⇒（プッシュ型の被災者支援により）避難所の生活環境・衛生
環境整備や避難者の生活必需品の確保に努める
・21:00 富山県、石川県及び福井県は、22市10町１村に災害救助法の適⽤を決定



1月3日 被災自治体からの必要人数の連絡を待たず中部ブロック内都道府県・市
の各団体から20名程度の派遣を決定（1/3以降、順次現地入りし活動開始）
1月4日 被災市町からの随時の新規・追加派遣要請に基づき全国の都道府県（域
内市区町村を含む）・指定都市からの派遣決定

＊赤字は基本8品目 ＊食料は上記の他、精米14,000kgの支援を実施

52

物

人

食料

飲料

燃料

生活用品

育児・介護用品

避難所備品

衛生用品

電化製品

医療

情報

国土交通省 防災情報センター
https://www.mlit.go.jp/sai
gai/bosaijoho/

内閣府 防災情報
https://www.mlit.go.jp/sai
gai/

気象庁 防災情報
https://www.jma.go.jp/jm
a/menu/menuflash.html

D24H
https://www.d24h.jp/

https://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/
https://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/
https://www.mlit.go.jp/saigai/
https://www.mlit.go.jp/saigai/
https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html
https://www.jma.go.jp/jma/menu/menuflash.html
https://www.d24h.jp/
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20250214 https://www.bousai.go.jp/taisaku/minaoshi/pdf/kihonhou_06_1.pdf
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フェーズ０（災害発生後 概ね24時間以内）：初動体制を確立する

保健医療福祉に係る課題・ニーズ 必要な活動

・人的被害・建物倒壊・水道や交通等インフ
ラの不全
・通信手段の残絶により情報の収集・伝達
が不能/遅れる
・道路寸断等により職員の登庁が限られる

市町村
保健活動
拠点

・災害対策本部、保健医療福祉調整本部等の立ち上げ
・災害時保健活動の初動体制の確立（統括保健師の指揮により、救命救護、
避難所の巡回、避難行動要支援者の安否確認等の役割確認、情報収集）
・通常業務、非常時優先業務の調整

・外傷、火傷、クラッシュ症候群等の傷病者
が急増
・急性ストレス障害の発生
・医療機能の低下（治療・病床数・従事者・医
薬品）
・広域搬送

救命救護 ・救護所の設置、救護活動を最優先に行う
・医療依存度の高い人の医療の確保（重症患者、在宅酸素療法、人工透析患
者等）
・医薬品及び保健衛生資材の確保
・医療機関の被災状況や活動状況

・避難者が急増（車中・テント泊・ペット同伴
含む）
・避難場運営管理者の不在
・衛生環境の確保困難

避難所 ・避難者の健康管理と処遇調整（福祉避難所など）
・衛生管理と環境整備（室内、トイレ、手洗い場など）
・生活用品の確保
・避難者のプライバシーの確保

・避難行動要支援者の逃げ遅れ
・自宅の玄関前、車庫等の外に一時避難す
る者がいる

在宅避難 ・避難行動要支援者の安否確認（保健、福祉、介護保険等各担当部署との連
携による）
・救護所、避難所、医療機関、消防署等との連携による避難誘導と処遇調整
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参考）災害時保健活動推進マニュアル https://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf



災害関連死：救えたはずの命
当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の

支給等に関する法律（昭和48年法律第82号）に基づき災害が原因で死亡したものと認められたもの

東日本大震災3792人、熊本地震226人、能登半島地震417人（2025年８月７日現在）

なぜ、命が失われるのか？
災害関連死事例集 https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/jirei_r5_05_gaiyo.pdf

（令和元年度～3年度に審査された事例の内、情報提供の協力が得られた202件）

・死亡時の年代： 70歳以上の方が約82％ （東日本87％、熊本78％）

・死亡までの期間： 発災から3か月以内が約60％ （東日本78％、熊本81％）

１年以上３年未満 10.2％、 ３年以上 4.7％

・死因： 呼吸器系の疾患（肺炎、気管支炎など）、循環器系の疾患（心不全、くも

膜下出血など）が約62％

・死亡原因： 避難生活の肉体的・精神的負担、電気・ガス・水道等の途絶による

肉体的・精神的負担が約67％
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https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/jirei_r5_05_gaiyo.pdf


死の要因は複雑に絡み合い段階的に進む
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NHK 災害列島 命を守る情報サイト
https://www3.nhk.or.jp/news/special/
saigai/select-news/20230414_01.html
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避難している環境を整える重要性

トイレが汚いと肺炎になる
・劣悪なトイレ環境 → 排泄回数減少 → 水分摂取を控える → 脱水症状 →

口腔内細菌増加 → 誤嚥性肺炎

医療だけでは防げない

・雑魚寝 → 床で寝るストレス → 睡眠不足 → 体力・免疫力低下 → 呼吸器系疾患

・偏った食事 → 栄養不足や偏り → 高血圧 → 循環器系疾患

・自宅が被災 → 余震 → 車中泊 → 長時間同じ姿勢 → 血栓ができる → 

エコノミー症候群

建物倒壊、家具転倒、インフラ被害（ガス・電気の停止） → 制限のある避難環境
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＜地域防災計画＞

• 避難所はどこ？
どの部署（誰）が立ち上
げる？

• どの部署（誰）が、どの
ように管理する？

• 避難所での保健活動は、
誰がどうすることに
なっている？

• フェーズの変化に合わ
せて、どのように活動
を変化させる？

• 応援者を誰が、どのよ
うにマネジメントする？

• 避難所に関する情報を、
どのように集約・分析
（予測）・報告し計画修
正していく？

〈超急性期〉
自助・共助
なくして
救えない
平時の

健康教育



フェーズ１（災害発生後 概ね72時間以内）：生命・安全の確保を目指す

保健医療福祉に係る課題・ニーズ 必要な活動

・余震、被害の全容把握
・避難者数の増大

市町村
保健活動
拠点

・情報収集、分析、企画立案、方針決定
・保健師等の派遣要請、受援準備
・外部支援チームとの協働による活動体制の確立

・予定されていた治療の延期
・慢性疾患者の治療・服薬中断（内服等薬剤
を持参しなかった者など）

救命救護 ・救護所の設置・運営
・要医療者への継続支援

・避難者の体調悪化（呼吸器・消化器感染症
など）、高齢者や障害者のADL低下
・義歯、眼鏡、補聴器を持ち出せず着の身
着のままの避難者が多い
・衛生状態の悪化（トイレの不衛生など）
・車中泊による腰痛、身体の痛み

避難所 ・避難者の健康管理と処遇調整（避難者個々の健康状態・配慮の必要な状
態の把握と対応）
・衛生管理及び環境整備（換気、手洗い、トイレ、ごみ対策、食中毒予防など）
・避難者のプライバシーの確保
・こころのケア対策
・2次健康課題予防のための情報発信（エコノミークラス症候群：深部静脈
血栓症/肺塞栓症、感染症、ADL低下の予防）

・自宅避難者の状況が不明、情報が行き届
かない
・自主避難所の状況不明

在宅避難 ・避難行動要支援者の安否確認
・健康相談（窓口、電話、訪問）
・情報提供
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参考）災害時保健活動推進マニュアル https://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf



内閣府（防災担当）．令和6年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf



厚生労働省健康局健康課保健指導室 五十嵐久美子．地域における保健活動の推進に向けて．令和5年保健師中央会議（令
和5年8月4日） 資料12より https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001131870.pdf

避難所等における被災者の健康の維持、二次健康被害や災害関連死の防止を図る
ことを目的とし、被災市区町村長又は被災都道府県の保健所長の指揮命令のもとに
活動を行う。活動内容は、被災者の健康相談、健康管理及び避難所等の衛生対策等
を想定している。

要請に
基づき

要請に
基づき

応援要請を
待たずに但し、緊急を要する場合



災害時の保健師等チーム広域応援派遣調整の根拠

防災基本計画 令和7年7月 https://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/pdf/kihon_basicplan.pdf

第２章 第８節 １ 保健衛生

○国〔厚生労働省〕は、必要に応じ、又は被災地方公共団体の要請に基づき、公衆衛生医師、保健
師、管理栄養士等の応援派遣計画の作成など保健衛生活動の調整を行うものとする。

○国〔厚生労働省、環境省〕は、必要に応じ、又は被災地方公共団体の要請に基づき、他の地方公
共団体からの協力確保等必要な調整を行うものとする。

厚生労働省防災業務計画 令和7年4月修正 https://www.mhlw.go.jp/content/001472779.pdf

第2編 第2章 第6節 第3公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援派遣受入

３ 厚生労働省健康・生活衛生局は、被災都道府県からの公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応

援要請数等を確認し、被災都道府県以外の都道府県と応援派遣に関する調整を行うほか、被災都道

府県･市町村の行う被災者の健康管理に関し、必要な助言及びその他の支援を行う。ただし、緊急

を要する場合は、被災都道府県からの応援要請を待たずに被災都道府県以外の都道府県に
対し、公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援派遣等を求めた上で、被災都道府県に対し、その

旨を通知する。 64

スライド63の差し替え版（最新版）



どこに配置するか？

優先順位は？

⇒被害＋リソース等
≠避難者数
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内閣府（防災担当）．令和6年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf
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内閣府（防災担当）．令和6年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf



内閣府（防災担当）．令和6年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf



＜地域防災計画＞

• 福祉避難所はどこ？

避難する人は誰？

• 個別避難計画は？

どの部署（誰）が担

当？

• 福祉避難所に関する

情報を、どのように

集約・分析（予測）・報

告し、計画修正して

いく？

• 福祉避難所職員は、

発災時に迅速・適切

に動ける？ 準備

は？

• どの部署（誰）が、ど

のように支援する？
内閣府（防災担当）．令和6年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf



内閣府（防災担当）．令和6年能登半島地震における避難所運営の状況．令和6年能登半島地震に係る検証チーム（第3回）
令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf



フェーズ２（応急対策期 避難所対策が中心の時期）：生活の安定を目指す

保健医療福祉に係る課題・ニーズ 必要な活動

・避難所の利用者・退出者の増減
・多様な外部支援者が続々入ってくる
・市町村職員等の疲労、健康問題の顕在化

市町村
保健活動
拠点

・外部支援チームとの連携
・通常業務再開に向けての調整
・職員の健康管理（こころのケア）・労務管理

・体調不良者、ストレスで悪化しやすい病気
の顕在化（精神疾患、喘息、アレルギー、循
環器系疾患等）

救命救護 ・救護所の運営
・救護所の撤退について医師会と協議、決定

・昼間は仕事や家の片付等で人が少なくな
りニーズ把握が困難になる
・住宅の後片付け等による疲労蓄積、慢性
疲労やけがが増加
・共同生活のストレス（生活用品不足、入浴
困難など）、今後の生活への不安から不眠
が増加
・食品衛生の確保が困難で食中毒が発生
・野菜、ビタミンの不足、アレルギーへの対
応などの食事の問題
・子供の情緒面の変化（災害時の恐怖感、
退行現象等）
・防犯：盗み、覗き

避難所 ・避難者の健康管理と処遇調整（要配慮者への支援継続、自治会やボラン
ティア等と連携した予防活動の実施）
・衛生管理及び環境整備
・生活用品の確保
・避難者のプライバシーの確保
・マスコミ取材による住民不安への対応
・健康教育の実施（エコノミークラス症候群の予防、健康体操などの予防活
動）
・こころのケア
・子どもの成長発達、学習への支援（遊び、学べる場を確保）

・避難できず倒壊家屋に残っている人や聴
覚障害者が孤立しやすく、情報が行き届
かない（要支援者の潜在化）

在宅避難 ・家庭訪問による健康調査と情報提供
・要フォロー者への継続支援
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参考）災害時保健活動推進マニュアル https://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf
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令和6年4月15日（月）．https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo02.pdf



フェーズ３（避難所から概ね仮設住宅入居までの時期）：生活の安定を目指す

保健医療福祉に係る課題・ニーズ 必要な活動

・避難者の移動・コミュニティの崩壊・格差
の顕在化
・外部支援チームの縮小

市町村
保健活動
拠点

・通常業務再開に向けての調整
・情報収集、分析・企画立案、計画の見直し（受援の終了判断）

・地域の医療機関への移行（復旧） 救命救護 ・救護所の撤退について医師会と協議、決定

・避難所の集約
・避難生活生活の長期化：疲労蓄積による
身体状況の悪化や栄養の偏り
・生活範囲の狭小化による運動不足、不活
発による廃用症候群
・精神障害者の精神症状の再燃
・生活基盤が確保できる人・できない人の
格差が表出：自宅へ戻れない人は将来の
見通しが立たず精神疾患へ移行する者も
出現
・独居高齢者、高齢者のみ世帯、障害者の
いる世帯等から仮設住宅への申し込み手
続きの開始

避難所
・

仮設住宅

・避難者の健康管理と処遇調整
・衛生管理及び環境整備
・生活用品の確保
・避難者のプライバシーの確保
・マスコミ取材による住民不安への対応
・健康教育の実施
・こころのケア
・仮設住宅入居への不安に対する相談や手続き支援
・仮設住宅入居者の健康状態の把握のための準備

・避難所に比べ情報が入りにくく孤立化し
やすい：特に高齢者、障害者世帯は支援の
格差が生じる可能性がある
・家屋修復が進まない

在宅避難 ・要配慮者の継続支援と情報提供
・健康相談（窓口、電話、訪問）
・こころのケア対策
・健康調査のまとめ、データ整理 80

参考）災害時保健活動推進マニュアル https://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf



フェーズ４・５-1（復旧・復興期）：生活の再建を目指す

保健医療福祉に係る課題・ニーズ 必要な活動

・外部支援チームの撤退
・市町村職員等の疲労の慢性化、健康問題
の悪化

市町村
保健活動
拠点

・通常業務の再開
・職員のこころのケアと健康管理

・馴染のない地域での不便さ（医療機関、買
い物等）
・プライバシー保護の限界（防音の限界）
・見知らぬ隣人とのストレス
・孤立化
・生活環境の変化により病状悪化・体調不
良（高血圧、特に高齢者の認知症の出現・
悪化、適応障害、アルコール依存症、抑う
つ傾向、自殺など）
・将来の生活不安の顕在化（家や財産、仕事、
役割の喪失）

仮設住宅
↓

復興住宅
・
自宅

・要配慮者の支援の継続
・健康状態の把握と健康支援
・生活用品の確保
・こころのケア（講演会等の実施：うつ、アルコール依存症、PTSDなど）
・入居者同士のコミュ二ティづくり（高齢者サロンなど）
・仮設住宅から復興住宅や自宅へ移る者への支援
・健康教育・健康情報誌の発行

・仮設住宅に比べ情報が（特に高齢者、障害
者世帯）
・一部の家屋修復、地域復旧が進まない

在宅避難 ・要配慮者の継続支援
・健康相談、こころのケア対策
・健康調査

81

参考）災害時保健活動推進マニュアル https://www.nacphn.jp/02/saigai/pdf/manual_2019.pdf



フェーズ５-２（復興支援期）：コミュニティの再構築と地域の融合～新たなまちづくり

保健医療福祉に係る課題・ニーズ 必要な活動

・市町村職員等の健康問題の悪化・慢性化
・災害時保健活動経験者の退職・未経験職
員の入職

市町村 ・職員のこころのケアと健康管理
・災害時保健活動のまとめの記録の作成、活動の分析、振り返り、災害時保
健活動マニュアルの作成・見直し、経験の伝承

・経済力が高い世帯は自力で住宅を再建
・住み慣れてきた仮設住宅から再移動する
ことに伴い、環境に馴染めずに新たな健
康問題が発生（ストレス、アルコール依存
症など）
・長引く被災生活のストレスの蓄積、生活不
安から抑うつ傾向、自殺者の発生
・被災者の高齢化に伴い要介護者が増加
・復興住宅は声掛けがしにくく、中からも外
の様子が分かりにくいため必要な支援が
得られにくく、閉じこもりや孤独死の要因
となる

仮設住宅
・

復興住宅
・
自宅

・地域の自治会、民生委員、ボランティア、関係機関との連携による地域づ
くり
・定期的な健康調査、健康相談の実施（心のケアを中心としたアプローチ）
・安否確認と健康支援
・心の居場所づくりを意識したコミュ二ティづくり（公民館、復興住宅集会所
等を利用し、高齢者を中心とした健康教育等を開催、様々な世代が参加し
やすい地域交流を意識したプログラムの工夫など）
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避難所・避難所
外避難者対策

要避難者対策

応援派遣者等
受入れ

情報収集・発信

医療救護対策

保健活動の体制
構築

職員の健康・労
務管理

仮設住宅等の入居者
の対策
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必要な支援（人・モノ等）を特定・確保し組織的に実施

都道府県本庁

• 不足人員の確保：被災を受けていない保健所や市町村の保健師、自治体

病院等の看護職員、災害支援ナース等

• 都道府県内の人員では不足の場合は厚生労働省へ応援派遣要請

保健所

• 保健所業務＋市町村の保健活動支援（応援者へのオリエンテーション）

• 受援を要する市町村へリエゾン配置等にて受援調整や対策の検討

市町村

• 都道府県外からの応援派遣（受援）要請

• 災害時相互応援協定自治体から専門職の応援

• 都道府県内で調整された保健師の応援

• 日頃のネットワークを通じた都道府県内市町村から自主的申し出

• 多様な立場の看護職等

＊地域防災計画に位置付いた保健活動＝自治体内で相互理解 86

要請の様式は？
記載方法は？ 使い方は？
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１）体制整備

2）人材育成・地区診断

3）地域住民の災害対応力強化

・他部署や地域住民と協働した災害訓練

・個別支援計画の作成推進

・情報伝達体制の整備（必要情報、帳票類、関係者名簿、連絡網等の明確化）

・都道府県-保健所-市町村の連携強化と具体的な連携方法の確認（ルート・様式）

・健康教育

・災害時の後方の仕方：リスクコミュニケーション
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保健師が担う減災＝予防活動

～平時における自助・共助の醸成～

92



自助・共助・公助
それぞれがしっかり実践され、

連携して機能するほど、

私たちの命と健康は守られる

93

自助

自分の命は自分
で守る

公助

国・県・市町村、
警察、消防などが
救助・援助する

共助

自分たちの地域は
自分たちで
協力して守る



津波てんでんこ 

https://www.pref.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/

001/012/174/13_teigen.pdf

「津波が来たら、いち早く各自てんでんばらばらに高台に逃げろ」

という津波襲来時の避難に関する三陸地方の言い伝え

３．１１で、岩手県釜石市の小中学生が、この教えを実践したことにより

多くの命が助かった「釜石の奇跡」

• 自助原則：自分の命は自分で守る

• 他者避難の促進：避難する姿が目撃者にとっての避難のきっかけ

• 相互信頼の事前醸成：「津波襲来時はお互いに“てんでんこ”する」

という行動を事前に周囲の他者と約束する

• 生存者の自責感の低減：「亡くなった人も“てんでんこ”した/しようとしたにも関わらず、それも

及ばず犠牲になった」と考えられる

自助・共助の重要性、一刻を争う避難時行動原則、事前の社会のあり方、事後の人の心回復等に

大きな意味を持つ（京都大学の矢守克也教授） 94



避難所での住民による体操
能登半島地震

避難所に避難していた住民Aさんが、他の避難者たちに声をかけて体操を始めた。

その活動は避難所が閉じるまで継続され、二次的健康被害の防止に役立った。

• Aさんは、民生委員で、平時に健康づくり・介護予防の体操を研修会で学んでいた。

• その研修会は、保健師が企画したもので、研究者が考案した体操を伝達する内容だった。

• 研修会では、体操を考案した研究者が会場に来て具体的にコツを伝えていた。

• Aさんは、避難所にいる人たちが、それぞれの場所で寝転んで会話もなく暗く、うつむいている

姿を見て、これではいけない、習った体操を皆ですることが必要だろうと思った。

住民の自助・共助の醸成

誰でもできる内容、効果が出る方法（コツ）を知っていること

住民（受講者）に、リーダーシップを発揮できる自信とモチベーションが醸成されていること

顔なじみの人たちがいること

→自分だけでなく皆で一緒に行おうと思えたことが、皆の健康を守り抜いた 95



ソーシャル・キャピタルの影響
ソーシャルキャピタル（社会関係資本）と復興プロセスの相関性 調査報告書

https://jcc-drr.net/wpJD/wp-content/uploads/2018/06/jccdrr_social_capital.pdf

人々の協調行動（穏やかに問題解決しようとする・互いに譲り合って調和する）を

活発にすることにより社会の効率性（限られた資源で最大限の成果が上がる）を

高めることができる社会組織の特徴

＜構成要素＞

・社会的信頼：知っている人に対する厚い信頼、知らない人に対する薄い信頼

・助け合いの慣行：以前から、習わしとして、通常行われる助け合い、お互いさま

・ネットワーク：垂直的・水平的 直接、顔を合わせる付き合い

ソーシャル・キャピタルが醸成されていた地域ほど、

情報の流れが促され自助力が高まり、

発災後も共助が促され命や健康が守られ、連携により復旧・復興が早かった 96
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防災・災害復興におけるソーシャル・
キャピタルの役割

https://www.rengo-
soken.or.jp/dio/dio265-1.pdf
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ラジオ体操グループメンバーの共助
千葉市若葉区

• 千葉市若葉区では、平成23年から「日本一、高齢者がいきいきと暮らせるまち 若葉」をビ

ジョンにとして掲げ、その達成のために「いつでも、どこでも、だれでもができるラジオ体操」

の推進に取り組んできた（ラジオ体操プロジェクト）。

• 平成28年頃から、50カ所前後のグループが活動を継続している。

• 平成30年台風など、豪雨後にメンバー間での安否確認がされた。

• あるグループでは、夏休みに参加した小学1年生が、その後も毎日通い続け６年生になって

いる。その間、放課後にメンバーから勉強を教わったり、皆で花見に行くこともあった。

• その小学生は今、「毎日参加して偉いねと言われて、うれしかった」「ラジオ体操に参加して自

信がついた」と言い、ラジオ体操の効果（健康習慣、交流、安心）の発信者になっている。「自

分が大人になったら、今度は子供たちに教えてあげたい」

今、地域の中で大切にされた体験が、将来の災害に強い街、安心な街の基盤になる



私たちは保健師：災害時、防ぎ得た死を最少化する、そして地域とともに復興する

・地域（特性・ハザード・力）を知っていること

・住民関係者とともに災害に備えること（住民主体：自助・共助の醸成）

・発災時も、基本は、いつもの保健活動と同じ（予測・予見・予防・減災）

⇒私の、あなたの、私たちの日常に災害への備えを織り込もう！（地区活動）

⇒自治体として組織の災害対応体制を整備しよう！（施策、地域防災計画）

⇒災害への備え（災害時保健活動マニュアル等の作成・活用）を組織的に具体的に

進めるプロセスの中で、自治体組織としての体制は整備・強化される（連携：部署

横断、保健所管内）

そんなビジョンと活動指針をもって、平時も有事も、

各立場でリーダーシップを発揮できるチームをつくることが

統括保健師（管理的立場の保健師）の役割

チームは、より良い地域を具現化する。そして今なら間に合う
99
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